
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の排気通路に設けられ、排気中の粒子状物質を捕集するパティキュレートフィ
ルタと、
　該パティキュレートフィルタの温度を検出するフィルタ温度検出手段と、
　車両が減速したことを検出する減速検出手段と、
　前記パティキュレートフィルタに流入する排気の流量の低減を抑制する排気流量低減抑
制手段と、を備え、
　前記フィルタ温度検出手段によって検出された前記パティキュレートフィルタの温度が
基準温度より高いときに前記減速検出手段によって車両の減速が検出された場合において
、前記パティキュレートフィルタの温度が前記基準温度より高い状態が基準時間以上継続
したときは前記排気流量低減抑制手段を作動させて前記パティキュレートフィルタに流入
する排気の流量の低減を抑制し、前記パティキュレートフィルタの温度が前記基準温度よ
り高い状態の継続時間が前記基準時間より短いときは前記排気流量低減抑制手段の作動を
禁止する
　

ことを特徴とする内燃機関の排気浄化装置。
【請求項２】
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ものであって、
前記基準時間は、前記パティキュレートフィルタの温度が前記基準温度より高い状態の

ときに車両が減速した場合において、前記パティキュレートフィルタの温度が前記基準温
度より高い状態が前記基準時間以上継続したときは、フィルタが過昇温する可能性が高い
と判断出来る閾値である



　

【請求項３】
　前記パティキュレートフィルタでの粒子状物質の堆積量を検出する粒子状物質堆積量検
出手段をさらに備え、
　前記フィルタ温度検出手段によって検出された前記パティキュレートフィルタの温度が
前記基準温度より高くなったときに該粒子状物質堆積量検出によって検出された粒子状物
質の堆積量が多いほど、前記基準時間を短くすることを特徴とする請求項 記載
の内燃機関の排気浄化装置。
【請求項４】
　前記フィルタ温度検出手段によって検出された前記パティキュレートフィルタの温度が
前記基準温度より高くなったときの前記パティキュレートフィルタの温度が高いほど、前
記基準時間を短くすることを特徴とする請求項 記載の内燃機関
の排気浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の排気浄化装置に関し、特に、内燃機関の排気通路に設けられ排気
中の粒子状物質を捕集するパティキュレートフィルタを備えた内燃機関の排気浄化装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関の排気通路に設けられ排気中の粒子状物質（以下、ＰＭと称する）を捕集する
パティキュレートフィルタ（以下、単にフィルタと称する）を備えた内燃機関の排気浄化
装置において、フィルタの温度を上昇させることで該フィルタに堆積したＰＭを酸化・除
去しているときにエンジンが減速した場合、フィルタに流入する排気の流量（以下、単に
排気流量と称する）の低下を抑制する技術が知られている（例えば、特許文献１参照。）
。
【０００３】
　また、フィルタの温度が所定温度よりも高くなったときには、排気流量を第一の閾値よ
りも少なくするか、もしくは該第一の閾値よりも大きい第二の閾値よりも多くする技術も
知られている（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００４－０４４５２４号公報
【特許文献２】特開２００２－１０６３２５号公報
【特許文献３】特公平５－１１２０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　内燃機関の排気通路に設けられたフィルタを備えた内燃機関の排気浄化装置においては
、特定の条件が成立したときにフィルタを目標とする温度にまで昇温させる昇温制御が実
行される。
【０００５】
　そして、このような昇温制御時においては、フィルタの温度が目標とする温度よりも高
くなってしまう場合があるが、このようなときに車両が減速した場合、排気流量の減少に
よるフィルタからの持ち去り熱量が減少するためにフィルタの温度がさらに上昇し、該フ
ィルタが過昇温する虞がある。そのため、排気流量の減少によって該フィルタの温度が過
剰に上昇するのを抑制するために、排気流量の低減を抑制する場合がある。
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前記フィルタ温度検出手段が、前記パティキュレートフィルタに堆積した粒子状物質を
酸化・除去するフィルタ再生制御の実行中に前記パティキュレートフィルタの温度を検出
するものであり、
　前記基準温度が、フィルタ再生制御における目標温度であることを特徴とする請求項１
記載の内燃機関の排気浄化装置。

１または２

１から３のいずれか１項に



【０００６】
　しかしながら、車両が減速したときに排気流量の低減を抑制した場合、フィルタの過昇
温を抑制することは出来るが、逆に、フィルタの温度を必要以上に低下させる場合もある
。この場合、フィルタを目標とする温度にまで再度昇温させるのに時間がかかったり、ま
た、フィルタより上流側の排気通路に設けられた、もしくはフィルタ自体に担持された触
媒に、燃料を供給することでフィルタの昇温制御を行う場合は、燃費やエミッションの悪
化を招いたりする場合がある。
【０００７】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであって、内燃機関の排気通路に設けられた
フィルタを備えた内燃機関の排気浄化装置において、フィルタの過昇温を抑制しつつ、フ
ィルタの不要な温度低下をも可及的に抑制することが可能な技術を提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、内燃機関の排気通路に設けられたフィルタを備えた内燃機関の排気浄化装置
において、フィルタの温度が高い状態のときに車両が減速した場合、フィルタが過昇温す
る可能性が高いときにのみ、流入排気の流量の低減を抑制し、フィルタが過昇温する可能
性が低いときは、流入排気の流量の低減を抑制するのを禁止するものである。
【０００９】
　より詳しくは、本発明に係る内燃機関の排気浄化装置は、
　内燃機関の排気通路に設けられ、排気中のＰＭを捕集するフィルタと、
　該フィルタの温度を検出するフィルタ温度検出手段と、
　車両が減速したことを検出する減速検出手段と、
　前記フィルタに流入する排気の流量の低減を抑制する排気流量低減抑制手段と、を備え
、
　前記フィルタ温度検出手段によって検出された前記フィルタの温度が基準温度より高い
ときに前記減速検出手段によって車両の減速が検出された場合において、前記フィルタの
温度が前記基準温度より高い状態が基準時間以上継続したときは前記排気流量低減抑制手
段を作動させて前記フィルタに流入する排気の流量の低減を抑制し、前記フィルタの温度
が前記基準温度より高い状態の継続時間が前記基準時間より短いときは前記排気流量低減
抑制手段の作動を禁止することを特徴とする。
【００１０】
　上述したように、フィルタの温度がある程度高い状態のときに車両が減速すると、フィ
ルタの温度がさらに上昇し過昇温する場合がある。しかしながら、フィルタの温度をある
程度高い状態とする原因が一時的なものであれば、フィルタの温度がある程度高いときに
車両が減速したとしてもフィルタの温度はすぐに低下するため該フィルタが過昇温する可
能性は低い。
【００１１】
　そこで、本発明では、フィルタの温度が基準温度より高いときに車両が減速した場合、
フィルタの温度が基準温度より高い状態が基準時間以上継続したときにのみ排気流量の低
減を抑制する。そして、フィルタの温度が基準温度より高い状態の継続時間が基準時間よ
り短い場合は、フィルタの温度が基準温度より高いときに車両が減速した場合であっても
、排気流量の低減を抑制するのを禁止する。
【００１２】
　ここで、基準温度とは、フィルタが過昇温したと判断出来る温度よりも低い温度であっ
て予め定められた温度である。この基準温度としては、フィルタに堆積したＰＭを酸化・
除去するときに目標とする温度が例示出来る。尚、フィルタが過昇温するとは、該フィル
タの溶損や破損等が発生する温度にまでフィルタの温度が上昇することである。
【００１３】
　また、基準時間とは、フィルタの温度が基準温度より高い状態のときに車両が減速した
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場合において、フィルタの温度が基準温度より高い状態が該基準時間以上継続したときは
、フィルタが過昇温する可能性が高いと判断出来る閾値である。換言すれば、フィルタの
温度が基準温度より高い状態のときに車両が減速した場合において、フィルタの温度が基
準温度より高い状態の継続時間が該基準時間より短ければ、フィルタが過昇温する可能性
は低いと判断出来る閾値である。
【００１４】
　つまり、本発明においては、フィルタが過昇温する可能性が高いときにのみ排気流量の
低減が抑制され、フィルタが過昇温する可能性が低いときは排気流量の低減を抑制するこ
とが禁止される。排気流量の低減を抑制するのを禁止することでフィルタの温度低下を抑
制することが出来る。
【００１５】
　従って、本発明によれば、フィルタの過昇温を抑制しつつ、フィルタの不要な温度低下
をも可及的に抑制することが出来る。
【００１６】
　本発明において、フィルタでのＰＭの堆積量を検出する粒子状物質堆積量検出手段をさ
らに備えた場合、フィルタの温度が前記基準温度より高くなったときに該粒子状物質堆積
量検出によって検出されたＰＭの堆積量が多いほど前記基準時間を短くするのが好ましい
。
【００１７】
　フィルタにおけるＰＭの堆積量が多いほど、排気流量が減少したときに該フィルタの温
度は上昇し易やすくなる。そのため、フィルタの温度が基準温度より高い状態の継続時間
が短い場合であっても過昇温し易くなる。
【００１８】
　上記のように、フィルタの温度が基準温度より高くなったときの該フィルタでのＰＭの
堆積量が多いほど基準時間を短くすることによって、フィルタの過昇温をより抑制するこ
とが出来る。
【００１９】
　尚、フィルタでのＰＭ堆積量がある程度多いときは、フィルタの温度が基準温度より高
くなった直後に車両が減速した場合であっても、車両の減速と略同時に排気流量の減少を
抑制しても良い。
【００２０】
　また、本発明において、フィルタの温度が前記基準温度より高くなったときの該フィル
タの温度が高いほど前記基準時間を短くするのが好ましい。
【００２１】
　これは、フィルタの温度が基準温度より高い場合、該フィルタの温度が高いほど該フィ
ルタの温度が基準温度より高い状態の継続時間が短い場合であっても過昇温し易くなるた
めである。
【００２２】
　上記のように、フィルタの温度が基準温度より高くなったときの該フィルタの温度が高
いほど基準時間を短くすることによって、フィルタの過昇温をより抑制することが出来る
。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、内燃機関の排気通路に設けられたフィルタを備えた内燃機関の排気浄
化装置において、フィルタの過昇温を抑制しつつ、フィルタの不要な温度低下をも可及的
に抑制することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る内燃機関の排気浄化装置の実施の形態について図面に基づいて説明
する。
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【実施例１】
【００２５】
　＜内燃機関及びその吸排気系の概略構成＞
　図１は、本実施例に係る内燃機関及びその吸排気系の概略構成を示す図である。内燃機
関１は車両駆動用のディーゼル機関である。内燃機関１の気筒２内にはピストン３が摺動
自在に設けられている。気筒２内上部の燃焼室には、吸気ポート４と排気ポート５とが接
続されている。吸気ポート４および排気ポート５の燃焼室への開口部は、それぞれ吸気弁
６および排気弁７によって開閉される。吸気ポート４および排気ポート５は、それぞれ吸
気通路８および排気通路９に接続されている。また、気筒２には、該気筒２内に燃料を直
接噴射する燃料噴射弁１０が設けられている。
【００２６】
　吸気通路８には、エアフローメータ１５及び吸入空気量を制御するスロットル弁１４が
設けられている。排気通路９には、排気中のＰＭを捕集するフィルタ１１が設けられてい
る。このフィルタ１１には酸化触媒が担持されている。フィルタ１１より上流側の排気通
路９には排気中に燃料を添加する燃料添加弁１３が設けられている。また、燃料添加弁１
３より下流側且つフィルタ１１より上流側の排気通路９、及び、フィルタ１１より下流側
の排気通路９には、排気の温度に対応した電気信号を出力する上流側排気温度センサ１２
及び下流側排気温度センサ１６がそれぞれ設けられている。
【００２７】
　尚、フィルタ１１に担持される触媒は酸化機能を有していれば良く、例えば吸蔵還元型
ＮＯｘ触媒であっても良い。また、フィルタ１１自体には触媒が担持されず、フィルタ１
１より上流側の排気通路９に触媒が配置された構成としても良い。この場合、燃料添加弁
１３は触媒より上流側に配置される。また、この場合、触媒とフィルタ１１との間に排気
温度センサを設けても良い。
【００２８】
　以上述べたように構成された内燃機関１には、この内燃機関１を制御するためのＥＣＵ
２０が併設されている。ＥＣＵ２０には、エアフローメータ１５や、上流側排気温度セン
サ１２、下流側排気温度センサ１６、さらにアクセル開度に対応した電気信号を出力する
アクセル開度センサ１７等の各種センサが電気配線を介して接続されており、これらの出
力信号がＥＣＵ２０に入力される。そして、ＥＣＵ２０は、下流側排気温度センサ１６の
検出値からフィルタ１１の温度を推定する。また、ＥＣＵ２０には、燃料噴射弁１０やス
ロットル弁１４、燃料添加弁１３が電気的に接続されており、ＥＣＵ２０によってこれら
が制御される。
【００２９】
　＜フィルタ再生制御＞
　ここで、本実施例において、フィルタ１１に堆積したＰＭを酸化・除去するときに行わ
れるフィルタ再生制御について説明する。本実施例に係るフィルタ再生制御が実行される
と燃料添加弁１３から排気中に燃料が添加される。この添加された燃料がフィルタ１１に
担持された酸化触媒に供給され、該燃料が酸化触媒において酸化するときに発生する酸化
熱によってフィルタ１１の温度が上昇する。それによって、フィルタ１１に堆積したＰＭ
が酸化し除去される。
【００３０】
　このとき、フィルタ１１の温度が、ＰＭの酸化が可能であって予め定められた目標温度
Ｔｆ０（例えば、６００℃）となるように、燃料添加弁１３からの燃料添加量が制御され
る。
【００３１】
　尚、フィルタ再生制御は、フィルタ１１でのＰＭ堆積量が規定堆積量以上となったとき
に実行されても良く、また、予め定められた再生実行時間毎または再生実行走行距離毎に
実行されても良い。また、燃料添加弁１３のからの燃料添加の代わりに、気筒２内におい
て燃料噴射弁１０から主燃料噴射の後に更に副燃料噴射を実行することで、フィルタ１１
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に担持された酸化触媒に燃料を供給しても良い。
【００３２】
　＜フィルタ再生制御実行時の過昇温抑制制御＞
　フィルタ再生制御実行時は、エアフローメータ１５によって検出される吸入空気量や上
流側排気温度センサ１２によって検出される排気温度等に基づいて、フィルタ１１の温度
を目標温度Ｔｆ０とすべく燃料添加弁１３からの燃料添加量が制御されている。
【００３３】
　しかしながら、吸入空気量や排気温度の急激な変化によって、これらに対する燃料添加
弁１３からの燃料添加量にずれが生じた場合等、フィルタ再生制御の実行中にフィルタ１
１の温度が目標温度Ｔｆ０よりも高くなる場合がある。
【００３４】
　ここで、フィルタ１１の温度が目標温度Ｔｆ０よりも高い状態のときに車両が減速した
場合、排気の流量が低減することによって排気によるフィルタ１１からの持ち去り熱量が
減少するため、フィルタ１１の温度が更に上昇する。
【００３５】
　このように、フィルタ１１の温度が目標温度Ｔｆ０よりも高い状態のときに車両が減速
しフィルタ１１の温度が更に上昇するような状態となった場合、車両の減速に伴う排気の
流量の低減を抑制する制御（以下、排気流量低減抑制制御と称する）を実行することでフ
ィルタ１１の過昇温を抑制する必要がある。しかしながら、車両が減速する以前にフィル
タ１１の温度を目標温度Ｔｆ０より高い状態とする原因が一時的なものであれば、フィル
タ１１の温度が目標温度Ｔｆ０より高いときに車両が減速したとしてもフィルタ１１の温
度はすぐに低下するため該フィルタ１１が過昇温する可能性は低い。
【００３６】
　そして、車両が減速したときに排気流量が低減したとしてもフィルタ１１が過昇温する
可能性が低い場合に排気流量の低減が抑制されると、逆に、フィルタ１１の温度を必要以
上に低下させる虞がある。
【００３７】
　そこで、本実施例では、図２に示すようなフィルタ過昇温抑制制御を実行する。図２は
、本実施例に係るフィルタ過昇温抑制制御ルーチンを示すフローチャートである。本ルー
チンは、ＥＣＵ２０に予め記憶されており、内燃機関１の運転中、規定クランク角毎に実
行されるルーチンである。
【００３８】
　本ルーチンでは、ＥＣＵ２０は、先ずＳ１０１において、フィルタ再生制御が実行中で
あるか否かを判別する。このＳ１０１において肯定判定された場合、ＥＣＵ２０はＳ１０
２に進み、否定判定された場合、ＥＣＵ２０は本ルーチンの実行を終了する。
【００３９】
　Ｓ１０２において、ＥＣＵ２０は、フィルタ１１の温度Ｔｆがフィルタ再生制御におけ
る目標温度Ｔｆ０より高いか否かを判別する。このＳ１０２において肯定判定された場合
、ＥＣＵ２０はＳ１０３に進み、否定判定された場合、ＥＣＵ２０は本ルーチンの実行を
終了する。
【００４０】
　Ｓ１０３において、ＥＣＵ２０は、アクセル開度センサ１７等の出力値に基づいて内燃
機関１を搭載した車両が減速したか否かを判別する。このＳ１０３において肯定判定され
た場合、ＥＣＵ２０はＳ１０４に進み、否定判定された場合、ＥＣＵ２０は本ルーチンの
実行を終了する。
【００４１】
　Ｓ１０４において、ＥＣＵ２０は、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い
状態が基準時間Δｔｂａｓｅ以上継続したか否かを判別する。ここで、基準時間Δｔｂａ
ｓｅとは、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い状態のときに車両が減速し
た場合において、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い状態が該基準時間Δ
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ｔｂａｓｅ以上継続したときは、フィルタ１１が過昇温する可能性が高いと判断出来る閾
値である。換言すれば、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い状態のときに
車両が減速した場合において、フィルタの温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い状態の継続
時間が該基準時間Δｔｂａｓｅより短ければ、フィルタ１１が過昇温する可能性は低いと
判断出来る閾値である。本実施例において、この基準時間Δｔｂａｓｅは実験等によって
予め定められた値（例えば、２～３秒）となっている。Ｓ１０４において肯定判定された
場合、ＥＣＵ２０はＳ１０５に進み、否定判定された場合、ＥＣＵ２０はＳ１０６に進む
。
【００４２】
　Ｓ１０５に進んだＥＣＵ２０は、フィルタ１１の過昇温を抑制すべく排気流量低減抑制
制御を実行する。尚、ここでは、フィルタ１１の温度が目標温度Ｔｆ０より高い状態の継
続時間が、基準時間Δｔｂａｓｅに達した時点もしくは基準時間Δｔｂａｓｅを越えた直
後の時点で排気流量低減抑制制御を実行する。また、ここでは、例えば、スロットル弁１
４の開度制御や変速比の変更による機関回転数制御によって排気の流量の低減を抑制する
。
【００４３】
　一方、Ｓ１０６に進んだＥＣＵ２０は排気流量低減抑制制御の実行を禁止する。その後
、ＥＣＵ２０は、本ルーチンの実行を終了する。
【００４４】
　以上説明した制御ルーチンによれば、フィルタ再生制御の実行中であってフィルタ１１
の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高いときに車両が減速した場合において、フィルタ１１
の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い状態が基準時間Δｔｂａｓｅ以上継続した場合のみ
、即ちフィルタ１１が過昇温する可能性が高いときにのみ排気流量の低減が抑制される。
そして、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い状態の継続時間が基準時間Δ
ｔｂａｓｅより短い場合、即ちフィルタ１１が過昇温する可能性が低いときは排気流量の
低減を抑制することが禁止される。
【００４５】
　従って、本実施例によれば、フィルタ１１の過昇温を抑制しつつ、フィルタ１１の不要
な温度低下をも可及的に抑制することが出来る。また、フィルタ１１の不要な温度低下を
も可及的に抑制することで、燃料添加弁１３からの燃料添加を抑制することが出来、その
結果、燃費やエミッションの悪化を抑制することが可能となる。
【００４６】
　＜変形例１＞
　上記説明した制御ルーチンにおいては、基準時間Δｔｂａｓｅを予め定められた時間と
したが、本実施例においては、フィルタ再生制御実行中にフィルタ１１の温度Ｔｆが目標
温度Ｔｆ０より高くなったときにおけるフィルタ１１でのＰＭ堆積量が多いほど、この基
準時間Δｔｂａｓｅを短くしても良い。
【００４７】
　これは、フィルタ１１でのＰＭ堆積量が多いほど、排気流量が減少したときに該フィル
タ１１の温度は上昇し易やすくなり、そのため、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ
０より高い状態の継続時間が短い場合であっても過昇温し易くなるためである。
【００４８】
　上記のように、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高くなったときの該フィ
ルタ１１でのＰＭ堆積量が多いほど基準時間Δｔｂａｓｅを短くすることによって、フィ
ルタ１１の過昇温をより抑制することが出来る。
【００４９】
　尚、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高くなったときの該フィルタ１１で
のＰＭ堆積量は、フィルタ再生制御開始時のフィルタ１１でのＰＭ堆積量およびフィルタ
再生制御を開始してからの経過時間等に基づいて推定する。また、フィルタ１１の上流側
と下流側との排気通路９内の圧力差を検出する差圧センサをさらに設けて、この差圧セン
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サの検出値に基づいてフィルタ１１でのＰＭ堆積量を推定しても良い。
【００５０】
　＜変形例２＞
　また、本実施例においては、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高くなった
ときの該フィルタ１１の温度Ｔｆが高いほど基準時間Δｔｂａｓｅを短くしても良い。
【００５１】
　これは、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い場合、該フィルタの温度Ｔ
ｆが高いほど該フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高い状態の継続時間が短い
場合であっても過昇温し易くなるためである。
【００５２】
　上記のように、フィルタ１１の温度Ｔｆが目標温度Ｔｆ０より高くなったときの該フィ
ルタ１１の温度が高いほど基準時間Δｔｂａｓｅを短くすることによって、フィルタ１１
の過昇温をより抑制することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施例に係る内燃機関及びその吸排気系の概略構成を示す図。
【図２】本発明の実施例に係るフィルタ過昇温抑制制御ルーチンを示すフローチャート。
【符号の説明】
【００５４】
１・・・内燃機関
２・・・気筒
９・・・排気通路
１０・・燃料噴射弁
１１・・パティキュレートフィルタ
１２・・上流側排気温度センサ
１３・・燃料添加弁
１４・・スロットル弁
１５・・エアフローメータ
１６・・下流側排気温度センサ
１７・・アクセル開度センサ
２０・・ＥＣＵ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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